


本プラン策定の背景と目的

■都市再生緊急整備地域指定（平成 14 年）を契機に、当時の開発予定地区の整備も加速し、そのほ

とんどが完了しました。

① 環境や安全・安心への関心の高まり

② 維持管理・運営の必要性の高まり

③ 地域間競争の進行に伴う地域の魅力づくりの必要性の高まり

成果１：快適な地域環境の形成とその持続性の確保

成果２：地域活力の回復・増進

成果３：資産価値の維持・増大

成果４：住民・事業主・地権者等の地域への愛着や満足度の高まり

特徴１：「つくること」だけではなく「育てること」。

特徴２：行政主導ではなく、住民・事業主・地権者等が主体的に進めること。

特徴３：多くの住民・事業主・地権者等が関わりあいながら進めること。

特徴４：一定のエリアを対象にしていること。

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・

地権者等による主体的な取り組み

■開発整備が完了した街区では、各々の街区単位で、適切な施設や敷地の維持管理が続けられています。

また街区を超え、複数の街区間で連携した施設管理やまちづくり活動あるいは地域全体での継続的

なイベントも開催されてきました。

■こうした状況の中、引き続き、副都心としての開発整備を推進するとともに、これまでに創出され

た良好な市街地環境や資産を活かし、その価値を維持、向上させていくため、地域が一体となって

まちの管理運営活動（エリアマネジメント）に取組んでいくことが必要です。

■国や東京都においても、エリアマネジメントの推進をまちづくりの大きな柱と位置付け、新たな制

度や支援の創設あるいは規制の緩和などの取り組みを開始しています。

１

エリアマネジメント

を巡る背景

エリアマネジメント

の定義

エリアマネジメント

の特徴

エリアマネジメント

の成果

エリアマネジメント推進マニュアル（平成 20 年 3月　国土交通省）より

参 考

■このような諸活動を実施または支援するためのまちづくり組織や法人も設立されて、地域全体とし

ては「開発整備の推進・調整」（デベロップメント）から「できあがったまちの維持・管理運営」（エ

リアマネジメント）へとまちづくりの段階が移りつつあります。

■大崎駅周辺は、東京でも有数な工場地帯として発展してきましたが、大崎ニューシティをはじめと

する多くの開発プロジェクトが、計画的、段階的に進み、業務・商業・住宅のバランスのとれたま

ちへと変貌を続けています。



本プランの目的と構成

■本プランは、大崎駅周辺におけるこれまでのまちづくり活動の実績を継承しつつ、その成果を踏まえ、

さらに地域が一体となったエリアマネジメントの指針として、活動の内容や活動主体についてとり

まとめたものです。

■本プランに基づくエリアマネジメント活動の展開により地域の新たな魅力づけや付加価値の向上（ブ

ランディング）を目指します。

■個別の街区単位では対応できない、または十分な効果が期待できないが、街区や地域が連携するこ

とにより成果が期待できる課題をエリアマネジメントの活動内容として抽出し、次のとおりまち運

営を展開していく際の方針や方策の検討を行いました。

■活動の詳細は、エリアマネジメント活動の主体において、さらに具体的な検討を加えたうえで実践

に移すことが必要なものもあります。また、継続した検討、検証により、さらに良いものへと更新

していきます。

将来像将来像 まち運営の方針と方策まち運営の方針と方策 実現に向けた取組み実現に向けた取組み

地域の将来像
・

将来像の共有

将来像実現に向けたルール まち運営の実施体制

まち運営プランの実現に向けた
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まち運営プラン 地域の将来像
将来像実現に向けたルール 安全・安心まちづくり

大崎駅周辺地域の将来像大崎駅周辺地域の将来像

将来像の共有化将来像の共有化

①ポテンシャルを活かしたさらなる開発事業の促進

・都市計画手法を活用した計画的なまちづくりの誘導及び地域のまちづくり活動の支援

・まちづくり方針の策定支援等の検討（大崎三丁目地区等）

・業務、商業、居住および産業支援機能等の導入

②開発事業にあわせた都市基盤の整備

・都の副都心にふさわしい交通結節点としての機能充実。（大崎駅西口の交通広場（補助163 号線）の整備）

・大崎西口公園（都市計画公園）の拡充整備、歩行者デッキの延伸、周辺道路等の整備

・大崎駅周辺の東西連絡のネットワークの強化。（百反歩道橋架替え、百反ずい道改修、広町一丁目周辺地

区道路整備）

・地区幹線道路、公園、合流式下水道改善施設等の整備（北品川五丁目第 1地区）

③地域全体で調和のとれた継続的な景観誘導のあり方の検討

・副都心にふさわしい計画・デザイン等の誘導（独自のガイドラインの運用等）

・地区全体で調和のとれた継続的な景観誘導のあり方の検討（景観法による運用の担保等）

④息の長いエリアマネジメント活動の支援によるまちの魅力発信と持続的な価値創造

・都市づくりの成果を活かしたまちの魅力化と新たな価値の創造。（環境配慮や防災力向上、街並デザイン

や公共施設の維持管理、まちづくりに関する情報発信、地域交流活動等）

⑤低炭素都市づくりを先導する取組みの推進

・環境配慮ガイドラインに基づいた環境配慮型の開発誘導

・目黒川から涼やかな風を呼び込む「風の道」の形

・低炭素化や防災を一体のテーマとした先導的・実験的取組等のエリアマネジメント活動の支援

大崎駅周辺において戦略的な開発整備の促進と

効率的かつ効果的なまち運営を展開していくた

めに、地域全体を対象とした包括的な目標とし

て品川区まちづくりマスタープランを基本とし

た地域の将来像を共有します。

３

東京の都市づくりビジョン（改定）（H21.7)

住生活基本計画（全国計画）（Ｈ23.3）
住生活基本法第 15 条第 1項

都市計画区域マスタープラン（H16.4)

・都市再開発の方針（H21.3)
・住宅市街地の開発整備の方針（H21.3)
・防災街区整備方針（H20.6)

東京都住宅マスタープラン（H24.3)
住生活基本法第 17 条第 1項

東京都住宅基本条例第 17 条第 1項

都市計画法第６条の２

都市計画法第７条の２

都の副都心にふさわしい機能強化と先導的なまちづくり活動を展開する都の副都心にふさわしい機能強化と先導的なまちづくり活動を展開する



OOSAKI
公開空地・公共空間の活用 まち運営の実施体制

■ 開発整備に関する事項
・都市計画手法を活用した計画的なまちづくりの誘導

・開発事業にあわせた都市基盤の整備

・独自のガイドラインの運用を基本とした地域全体で調和のとれた景観誘導

・環境配慮ガイドラインに基づいた環境配慮型の開発誘導

・目黒川沿いにおける「風の道」の形成

■ まち運営に関する事項
　● 息の長いエリアマネジメント活動
以下の取組みによりまちの魅力を一層高めるとともに、新たな価値の創造に向け

エリアマネジメント組織の活動を支援する。

・環境配慮や地域の防災力向上への取組み

・街並デザインや公共施設の維持管理

・まちづくりに関する情報発信、地域交流活動　等々
　● 継続的な景観誘導のあり方検討
独自のガイドラインの運用を基本に、景観法による運用の担保（品川区景観計画

での重点地区指定）やデザイン協議等の体制づくり等により地域全体で調和のと

れた継続的な景観誘導のあり方を検討する。
　● 低炭素都市づくりを先導する取組みの推進
低炭素化や防災を一体のテーマとした以下のような開発事業者の主体的な環境配

慮に向けたエリアマネジメント活動を支援する。

・先導的、実験的取組み

・施設、基盤の整備

品川区まちづくりマスタープラン（Ｐ.194 大崎地区まちづくり方針　1．大崎駅周辺地域）を基に作成 ４

品川区長期基本計画（H21.4)

個別計画
（道路に関する計画、防災に関する計画（地域防災計画
とも連携）、水とみどりの計画、景観計画、環境計画等）

都市再生緊急整備地域
大崎駅周辺地域 地域整備方針（H14.7)

「基本構想に即して」

「これらの方針に即して」

都の住宅マスタープラン
と整合を図る

品川区まちづくり
マスタープラン
（Ｈ25.2）

都市計画法第 18 条の 2第 1項
品川区住宅基本条例第 6条第 1項

品川区基本構想（H20.4) 品川区まちづくりマスタープランの位置付け品川区まちづくりマスタープランの位置付け



まち運営プラン 地域の将来像
将来像実現に向けたルール 安全・安心まちづくり

ルール等の運用方針ルール等の運用方針

将来像実現に向けたルール等将来像実現に向けたルール等

■ 自主ルールとしての既定のガイドライン
・複数の地区で段階的もしくは同時並行的に再開発が進行する大崎駅周辺では、さまざまなまちづくりのルー

ルを定め、付加価値の高いまちづくりを進める必要があり、それぞれの再開発が配慮すべき事項やその技術

的指針等をガイドラインとしてとりまとめ、開発整備の際に運用してきました。

・個々の再開発は景観、環境、ユニバーサルデザインといった観点で一定の水準が保たれ、地域全体の再開発

の調和や付加価値の向上が図られてきました。

これまでのまちづくりの成果を活かし、質の高い環境の創造と維持による更なるまちの魅力向上のため、景観、

環境、ユニバーサルデザインなどに関する基本理念やルールを共有します。

● 各地区が協力、協調して地域全体として良好な都市景観及び都市環境を形成し、「歩きたい」、「住みたい」、「働

きたい」まちづくりを推進します。
● 地域全体で協調してユニバーサルデザインに取り組むことにより、多様な来街者へのおもてなしを実現し

ます。
● 地域全体での効果的なヒートアイランド対策の推進により、大崎駅周辺に “心地よい涼しい夏の夜” を取り

戻し、居住者や就業者にとって快適な空間を創造します。

５

地域全体で協調し、

個性的な都市景観を

つくるためのルール

東五反田地区景観形成ガイドライン（平成 17 年策定）
　東五反田地区街づくり推進協議会が策定

大崎駅西口地区デザインガイドライン（平成17年策定・平成18・20・21に改訂）
　大崎駅西口地区まちづくり協議会が策定

ユニバーサルデザインガイドライン（平成 22 年策定）
　大崎駅周辺地域まちづくり連絡会が策定

サインのあり方検討（平成 24 年度に現況調査を品川区が実施）
　地域全体のガイドラインの策定を検討

環境配慮ガイドライン＆マニュアル（平成 17 年策定）
　大崎駅周辺地域まちづくり連絡会が策定

都市の魅力を高め、多

様な来街者へのおもて

なしを実現するルール

地域全体で共通認識を

もって環境配慮に取り

組むためのルール

参考）東京都によるカーボンマイナス及び緑化の推進
「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（平成 25 年４月改定）の中で、都市開発諸制度を適用する建築計画に

おいては、一定レベル以上のカーボンマイナスの取組み及び緑化を行い、環境負荷の低減に寄与することが条件化されました。



OOSAKI
公開空地・公共空間の活用 まち運営の実施体制

■ 新組織におけるガイドラインの運用方針
地域全体で既定のガイドラインの理念の共有化を図り、以下の方針のもと新組織においても引き

続き運用していきます。

６

大崎駅周辺の個性的な都市景観大崎駅周辺の個性的な都市景観

景観形成・デザイン

ガイドライン

・ガイドラインの精神規定

（理念・方針等）を共有

・改修時に活用

・ガイドラインの精神規定

（理念・方針等）を共有

・詳細については新組織設立

後に検討し、改修時に活用

・ガイドラインの精神規定

（理念・方針等）を共有

・ガイドラインの精神規定

（理念・方針等）を共有

・都市開発諸制度を活用する

際に適用

・ガイドラインの精神規定

（理念・方針等）を共有

・都市開発諸制度を活用する

際に適用

・ガイドラインの精神規定

（理念・方針等）を共有

ユニバーサルデザイン

ガイドライン

環境配慮ガイドライン＆

マニュアル

完了地区（含む予定） 今後の開発地区

目黒川を活かした景観目黒川を活かした景観

駅前の景観　夢さん橋駅前の景観　夢さん橋

街並みの景観　東五反田地区街並みの景観　東五反田地区

みどりの景観　大崎の森（大崎駅西口地区）みどりの景観　大崎の森（大崎駅西口地区）



まち運営プラン 地域の将来像
将来像実現に向けたルール 安全・安心まちづくり

安全・安心に向けた取組み方針安全・安心に向けた取組み方針

広域的に求められる役割への対応広域的に求められる役割への対応

地域全体で取り組む安全・安心まちづくり地域全体で取り組む安全・安心まちづくり

大崎駅周辺の現状大崎駅周辺の現状

■ 再開発事業等の推進による安全性の高いまちの形成
・大崎駅周辺地域では、引き続き再開発事業を推進し、安全性の高いまちを形成していきます。

■ 緊急時（災害時や事故発生時）の混乱を防止する案内・誘導
・緊急時（災害時や事故発生時等）に住民、就業者、来街者が混乱することのないよう、各街区が

連携して、迅速かつ適切な案内・誘導を行っていきます。

■ 緊急時における災害情報の収集・発信
・住民、就業者、来街者が緊急時に適切な判断や対応ができるように、地域内外の災害情報等を収集し、

発信していきます。

地域全体で協力、連携して安全・安心まちづくりを推進し、防災・防犯に地域全体で取り組むことを広

くＰＲします。

● 地域全体で協力、連携して、安全で安心できる快適なまちの環境やコミュニティを形成します。
● 地域に暮らす生活者の目線で地域全体で協調してまちの安全・安心を見守り、災害時には相互に協力、

連携しあえる関係をつくります。
● 消防、警察や近隣の町会や商店会などとの連携を図りながら、防災、防犯に向けた取組みを続けます。

７

■ 大崎駅周辺では、再開発事業によるまちづくりを推進し、建物の不燃化や敷地の共同化を進め、再

開発にあわせた道路や空地等の整備を行うことで防災性能の高い市街地を形成してきました。

■ 一方、再開発事業による居住者や就業者の増加や、建物の高層化に伴い、新たな防災上、防犯上の課題（地

域連携、ライフライン、エレベーター等）への対応が必要となってきています。

■ 地域防災計画では、大崎駅東口地区と東五反田地区は、火災時において避難する必要のない地区内

残留地区とされています。また、大崎駅西口地区一帯は平成２５年６月に広域避難場所に指定され

ました。

■ 各開発街区においては、防災訓練の実施など防災対策が講じられ、防犯カメラの設置など防犯に配慮

した施設計画を行い、安全・安心まちづくりへの取組みが実施されています。



公開空地・公共空間の活用 まち運営の実施体制

地域全体の連携・協力のための体制の構築地域全体の連携・協力のための体制の構築

■ 連絡調整の場の設置による情報の共有
・各開発街区の情報の共有や交換を行う連絡調整の場を設置し、防災・防犯に対する意識を高めて

いくことがまち全体の安全・安心に繋がります。

■ 各開発街区の協力、連携体制の確立
・緊急時に地域の防災・防犯機能を充分発揮できるように、各開発街区が協力、連携し地域が自主

的に対応できる体制を作ります。

・各開発街区だけでなく、大崎駅や消防、警察、近隣の町会や商店会などと連携できる仕組みや協

力し合える体制が地域全体の防災・防犯力を高めます。

８

大崎駅周辺地域　防災マップ大崎駅周辺地域　防災マップ

広域避難場所
 大地震 時に発生する延焼火災等の危険から避難
者の身の安全を確保し、火勢の弱まりを待つ場所で、
東京都が指定するオープンスペースをいいます。
 品川 区の広域避難場所は、9か所が指定されて
います。

二次避難所
 寝たきりの高齢者や障害者等で、一般の避難者
との避難生活を送ることが困難な災害時要援護者
の方を保護するための施設（シルバーセンター等）
や社会福祉施設をいいます。

地区内残留地区
 震災時における市街地大火の危険性が少ないこ
とから、避難の必要がないとみなされた地区です。

避難所
 家 屋の倒壊や焼失等により生活が困難となった
場合に一時的に避難生活を送る場所です。

凡 例
区役所・地区センター

警察署・交番

消防署・消防出張所

広域避難場所

避 難 道 路

応急給水槽

備 蓄 倉 庫

二次避難所

一時集合場所

地区内残留地区

防災行政無線固定系

避 難 所

公園・緑地・防災活動広場



まち運営プラン 地域の将来像
将来像実現に向けたルール 安全・安心まちづくり

公開空地・公共空間の活用向けた取組み方針公開空地・公共空間の活用向けた取組み方針

地域全体で協力連携したにぎわいの創出地域全体で協力連携したにぎわいの創出

公共施設等の活用によるまちの活性化公共施設等の活用によるまちの活性化

■ にぎわい・交流の創出に向けた公開空地や公共空間の活用
・各街区の公開空地や夢さん橋等の歩行者デッキ、公園・広場、目黒川沿いの公共空間等を活用し、イ

ベントやオープンカフェ等を展開することは、新たなにぎわい創出やまちの魅力向上につなげてい

きます。

地域全体で協力、連携してにぎわいの創出を図るとともに、自立的かつ継続的なまち運営を行っていきます。

● 大崎駅周辺の魅力や付加価値向上を図るため、各開発街区に存在する公開空地などと公共空間を一体

的に活用したイベントなどのまちづくり活動を展開します。
● 大崎駅周辺の新たなにぎわいの創出に向けて、道路や河川等の公共空間を活用したにぎわいを創出す

る事業を展開します。
● 大崎駅周辺全体で官民連携まちづくりに取り組むことで、自立的かつ継続的なまち運営を行います。

９

しながわ夢さん橋しながわ夢さん橋 目黒川みんなのイルミネーション目黒川みんなのイルミネーション

光のつらら光のつらら さくら祭さくら祭

■ まちの活性化に向けた収益活動の展開
・公共施設を活用した店舗や広告等の商業活動によるにぎわいの創出は、あわせて持続的な地域の

管理運営のための財源としても期待できます。



OOSAKI
公開空地・公共空間の活用 まち運営の実施体制

大崎駅周辺の現状大崎駅周辺の現状

自立的かつ継続的なまち運営に向けた制度の活用自立的かつ継続的なまち運営に向けた制度の活用

■ 都市再生整備計画の策定による公共空間の活用
・公共空間を活用したまちづくりを「都市再生整備計

画」に位置づけることにより、道路や河川に係る規

制が緩和され、道路内や河川敷地におけるオープン

カフェ、広告などにぎわいを創出する事業の展開が

可能となります。

■ まちづくり団体の登録制度による公開空地などの活用
・東京のしゃれた街並づくり推進条例のまちづくり団体登録制度を活用することで公開空地でのイ

ベントなど地域のにぎわいを向上させる活動を展開することができます。

■ 都市再生整備推進法人の指定等
・まちづくりの担い手として、エリアマネジメント法人を「都市再生整備推進法人」に、活用する

施設を「都市利便増進施設」に指定することで、公的位置づけが付与され、円滑な関係者調整が進み、

事業の収益をまちの運営に還元することができます。
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■ 大崎駅周辺では、再開発事業により歩行者デッキ、公園、広場、公開空地、個性的なパブリックアー

トなど、にぎわい創出によるまちの活性化に活用できる豊かな外部空間や資源が整備されてきました。

■ 各開発街区においては、独自に多彩なイベントが開催されているほか、複数の街区や地域が連携した

「しながわ夢さん橋」や「目黒川みんなのイルミネーション」といったイベントも公開空地や公共空

間を活用して行われている。また、一部街区では店舗前公開空地をオープンカフェ等として活用して

います。

■ 夢さん橋上には大崎ウェルカム・ビジョンやギャラリーボード、アートヴィレッジ大崎のポスターケー

ス等が設置され、地域や大崎に立地する企業等の情報発信に活用されています。

■ 大崎駅周辺の継続的な発展のため地域関係者により設立された法人（一般社団法人大崎エリアマネー

ジメント、一般社団法人大崎・五反田タウンマネージメント）は、公共施設等の維持管理や活用に加え、

地域イベントの開催協力や公開空地活用のためのまちづくり団体登録等についても積極的に取り組ん

でいます。

■ 全国的にも住民・企業・ＮＰＯなど民間主体によるまちづくりやまち起しの取組みが活発化しており、

国や東京都も、このような活動を支援するための制度を創設・拡充しています。（都市再生特別措置

法の改正による官民連携まちづくりや東京のしゃれた街並づくり推進条例によるまちづくり団体の登

録制度）

ギャラリーボードギャラリーボード



まち運営プラン 地域の将来像
将来像実現に向けたルール 安全・安心まちづくり

大崎駅周辺におけるまち運営大崎駅周辺におけるまち運営
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専門部会（適宜開催）専門部会（適宜開催）

・まち運営プランの

・ガイドラインによるまちづく

りの実現に向けた検討及び

運用

・行政施策や周辺開発動向等

の把握、対応の検討

将来像・ガイドライン検討将来像・ガイドライン検討

まち運営委員会まち運営委員会

・地域の

（ソフ

る検討

・地域の

検討・

・地域の

応に関

安安

・高層マンションにおける災害対応（ハード

体制整備

・街区間及び行政等との情報交換及び情報提

高層マンション部高層マンション部

・一部の関係者

大崎駅周辺まち運営協議会　組織図大崎駅周辺まち運営協議会　組織図

◆大崎駅周辺において既存の協議会（大崎周辺まち

づくり協議会、東五反田地区街づくり推進協議会、

大崎駅西口地区まちづくり協議会、大崎駅周辺地

域まちづくり連絡会）において行われてきたエリ

アマネジメントに関わる様々な取組みを継承、発

展させつつ、より効率的、持続的なまちの運営を

目指します。

◆大崎駅周辺の関係者が一丸となってまちの運営に

取組むことができる組織体制を整えます。

大崎駅周辺まち運営協議会大崎駅周辺まち運営協議会

まち運営
委員会
まち運営
委員会 イベント

実行委員会
イベント
実行委員会

イベント
実行委員会
イベント
実行委員会

地域関係団体
・町会
・商店会
・ＮＰＯ法人等

地域関係団体
・町会
・商店会
・ＮＰＯ法人等

品川区品川区

協賛
企業等
協賛
企業等

事務局（エリアマネジメント法人）事務局（エリアマネジメント法人）

連携連携

連携
支援
連携
支援

協賛
・
参加

協賛
・
参加

協賛
・
参加

協賛
・
参加

協力・支援協力・支援
連
携
・
支
援

連
携
・
支
援

専
門
部
会

専
門
部
会

専
門
部
会

専
門
部
会

まち運営の推進体制まち運営の推進体制

・大崎駅周辺まち運営協議会は、品川区や町会、商店会、

ＮＰＯ法人等との連携のもと、地域の幅広い参加により、

まち運営プランに基づく活動を担います。

・各開発街区の管理運営責任者を中核とした円滑、機
・これまでの地域における諸活動を継承、発展させて
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公開空地・公共空間の活用 まち運営の実施体制

・しながわ夢さん橋等地域のにぎわい

創出や活性化に資するイベントの企

画、実施、運営に関する事項

の更新及びプランに基づくエリアマネジメントに関する事項

の安全性及び防犯性

フト・ハード）に関す

討・調査

の災害対応のあり方の

・体制整備

の安心安全及び災害対

関する情報発信

安全安心検討安全安心検討

・都市再生整備計画及び東京

のしゃれた街並づくり推進

条例に基づくにぎわい創出

事業に関する検討

・エリアマネジメント法人に

よる事業実施の報告・確認

公共空間等活用検討公共空間等活用検討

ド・ソフト）のあり方検討及び

提供等

部会部会

・駅及び駅周辺街区による帰宅困難者対策の検討

・円滑な帰宅に向けた対策及び体制整備

   （一時避難場所、備蓄品、情報提供等）

防災部会防災部会

事務局事務局 エリアマネジメント法人

者のみが対象となる専門的事項について取り扱う

総会総会

イベント

実行委員会

Ａ

イベント

実行委員会

Ａ

イベント実行委員会イベント実行委員会

イベント

実行委員会

Ｂ

イベント

実行委員会

Ｂ

イベント

実行委員会

Ｃ

イベント

実行委員会

Ｃ

機敏で責任ある意思決定による効果的かつ効率的なまち運営を図るため協議会に運営委員会を置く。
ていくとともに、地域的、個別的課題への対応や活動を展開するため部会や実行委員会を置く。
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■ まち運営プランの実現に向けた取り組み

・まち運営のコンセプト、キャッチコピー検討
→例：「人・まち・企業が奏でるシンフォニー」「住みたい・働きたい・訪れたい街 大崎」等
・ベンチマーク調査等による開発成果の検証の実施に関する検討
■ユニバーサルデザインガイドライン・サインルール
・地域全体で取り組み可能な共通ルールの抽出　
→UDマップ及びルールの改訂（遵守事項と配慮事項への仕分け）

■デザインガイドライン
・景観重点地区との関係を踏まえ、既存の景観形成ガイドラインやデザインガイド
ラインの改訂、統合について検討
・新規開発案件については、引き続き既存のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを運用
■連絡体制・仕組みの構築
・平常時の備えと非常時（災害時や事故発生時）の連絡体制の構築
→例：緊急連絡網の作成、行政や警察、消防等との連携体制構築
■災害時の支援・協力体制の構築
・建物や施設単体ではなく、街全体として有事の際に各建物間において面的に補完
し合う支援・協力体制の構築。
→例：物資の備蓄やスペースの確保などの役割分担、日常巡回警備の調整等
■情報交換・情報共有
・災害や犯罪等の事例や体験談の共有化による防犯や防災に対する意識、情報の共有
・行政からの施策や計画、取り組み等の情報提供

■緊急時における災害情報や案内情報等の発信
・大崎ウェルカムビジョンを活用した情報発信方策の検討

■緊急時における地域資産の有効活用
・地域防犯センター、スマートシェア倶楽部・大崎の電気自動車の非常用電源活用等の検討

■大崎ならではの地区特性を踏まえたモデル的な安全安心まちづくりに向けての検討
・大崎駅周辺における安全安心まちづくりの取組みのとりまとめ及び情報発信の検討
（パンフ・ＨＰ等）
■官民連携まちづくり制度等の活用
・都市再生整備計画に基づくエリアマネジメント法人によるにぎわい創出事業の更
なる展開
・東京のしゃれた街並づくり推進条例によるまちづくり団体登録制度のさらなる活用
■知名度・付加価値向上に向けた地域イベントの検討
・街区間の連携による地域イベントの検討

・緊急時の連絡体制や連携体制の構築（緊急連絡網の作成、建物間の面的支援・協力体
・勉強会等による災害時の事例や体験談等の共有化による意識、情報の共有、行政と

・駅と駅周辺の街区による帰宅困難者対策等の検討（連絡体制及び協力・連携体制等
・円滑な帰宅に向けた一時的避難場所の提供や備蓄品、災害時の情報提供体制等の検討

■景観重点地区の指定
・現行のガイドラインとの関係を踏まえ、大崎駅周辺全体での景観の考え方について検討

検討の場 テーマ 組織立上げ期

地域の将来
像

将来像実現
に 向 け た
ルール等

安全安心
まちづくり

公開空地・
公共空間の
活用

安全安心
まちづくり

安全安心
まちづくり

高 層 マ ン
ション部会

まち運営
委員会

防災部会

しながわ夢
さん橋実行
委員会

・しながわ夢さん橋の企画、運営、実施
・その他地域活動の実施

にぎわい創
出・活性化
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討

体制の構築）
の情報交換等

の検討）

展開期

ＵＤ
・
景観

ルールブック

安全安心
ＰＲパンフ

イベント
・

ＰＲパンフ

・地域関係者の将来像共有・開発成果の検証等
・地域内外へのＰＲ及び情報発信

・ＵＤガイドラインの運用（開発段階に応じたチェックの実施）
・ＵＤガイドラインの必要に応じた改訂・更新

・新規開発案件に対する景観ガイドラインの運用

・緊急連絡網等の運用及びメンテナンス（適宜更新）

・支援協力体制の運用及びメンテナンス（適宜更新）

・街区間及び行政等との情報交換及び提供（2回／年）

・パンフ等を活用した情報発信及び地域ＰＲ

・地域資産の有効活用の実施

・情報発信の実施

・事業実施状況の報告・確認

・イベントの実施

・連絡網、支援協力体制の運用及びメンテナンス（適宜更新）
・建物間及び行政等との情報交換及び提供（2回／年）

・しながわ夢さん橋の実施
・その他地域活動の実施

ま
ち
運
営
プ
ラ
ン
の
見
直
し
・
更
新



本プランに関する問合せ
大崎駅周辺まち運営協議会事務局

 一般社団法人大崎エリアマネージメント ℡03-5719-0800

 一般社団法人大崎・五反田タウンマネージメント ℡03-3447-7697

kumagai-e
タイプライターテキスト
（2014年10月発行）




